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 要 旨 

１ 福祉タクシー利用券の交付かガソリン代の助成かを選択できる制度にしてく

ださい。 

 ２ ６５歳以上で腎不全になり透析を受けることになった人にも、障害者福祉手当

を支給してください。 

  

（理 由） 

私たち透析患者は、透析後すぐに歩いたり立ち上がったり立っていたりすると、

血圧が急に下がってしまうので、病院から帰宅するときは、車を持っている人は車

で移動することが一番楽です。福祉タクシー利用券の交付枚数は増加されました

が、２ヶ月で使い切ります。福祉タクシー利用券と比べるとガソリン代の助成の場

合は助成額が少なくなることもありますが、近隣区ではガソリン代の助成を選択す

ることもできます。墨田区においても福祉タクシー利用券の交付か、月３，０００

円程度のガソリン代の助成のいずれかを選択できるようにしてください。 

また、区は障害者福祉手当として、１、２級の障害者には月１５,５００円、３

級の障害者には月７,７５０円を支給していますが、６５歳以上で障害者になると、

なぜ支給されないのですか。腎不全で透析を受けることになった場合、年齢にかか

わらず、障害者福祉手当は平等に支給されなければならないのではないでしょう

か。一方、生活保護制度においては、一定の障害のある人には年齢にかかわらず保

護費の障害者加算が支給されており、１、２級の障害者には月２６，８５０円が支

給されています。また、保護費の障害者加算と障害者福祉手当は両方の受給が可能

です。 

障害者に対して差別があってはならないと思います。私たちは年齢で障害を持っ

たわけではありません。所得制限があることや障害の程度により等級が分かれてい

ることは分かりますが、障害者福祉手当は障害を持った年齢とは関係なく平等に支

給することが望ましいのではないでしょうか。 

以上の趣旨をご理解の上、上記事項の実現をお願いいたします。 

以 上 

 


